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　農地は、大切な食料を生産するみんなの財産です。

　住宅、倉庫、資材置場、駐車場などとして農地の利用方法を変更する場合

は、たとえ一時的でも転用の手続きが必要です（場所によっては転用できな

いこともあります）。

　農地を農地以外として利用する場合は、事前にお近くの農業委員または農

業委員会へご相談ください。

　小作地＊の所有状況を下記により縦覧しますので、農地の貸主・借主は自分

の小作状況を確認してください。

　＊小作地：農地法の許可を得て賃貸借し、その契約が８月１日現在も継続

　している農地

【期間】　９月１日（月）～３０日（火）　※土曜・日曜、祝日を除く

【時間】　午前８時３０分～午後５時

【縦覧場所】

　 ▼農業委員会事務局（市役所中田庁舎１階）

　 ▼農業委員会各事務所（各総合支所地域生活課内）

小作地の所有状況の縦覧について

農地の無断転用をなくしましょう

　農地の売買や貸借、転用などの申請書受付締切日は、毎月１０日となってい

ます。詳しくは、最寄りの農業委員会各事務所にお問い合わせください。

申請書受付締切日は毎月10日

【問い合わせ】

　 ▼農業委員会農地管理課　農地係　緯 0220（34）2317

　 ▼農業委員会各事務所（各総合支所地域生活課内）

　宮城県農業公社では、南方町内に約１２ha（全５４筆）の農地（田）を所有し

ています。これらの農地を、経営規模拡大など農地取得を考えている農家に

売り払いします。金額や面積などの売り払い条件については、宮城県農業公

社、農業委員会、お近くの農業委員までお問い合わせください。

【問い合わせ】

　 ▼宮城県農業公社　農地管理班　緯 022（275）9192

▼農業委員会農地管理課　農政農振係　緯 0220（34）2317
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　家庭犬しつけ方教室
　受講者募集
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　市では、今年度から市内９カ所で

「家庭犬しつけ方教室」を開催します。

※今回掲載分で、今年度の教室は終了と
なります。

【対象】　市内在住の人と家庭犬（体

　格は中型まで）

【定員】　各地区１５組

　※ただし聴講については３０人まで

【講師】　警察犬訓練所　公認訓練士

【内容】　日本警察犬登録協会公認訓

　練士によるデモ犬の各種模範動作、

　犬のしつけ方などの相談会

【申込方法】　電話、ファクシミリ、

　電子メール　

　※ファクシミリ、電子メールの場

　合は、各総合支所地域生活課に備

　え付けの受講申込書か任意の用紙

　に氏名、住所、電話番号、受講希

　望地区、愛犬の名前を記入の上、

　家庭犬のしつけ方教室受講希望と

　明記してください。

【申込期限】　各開催日の５日前

【申し込み・問い合わせ】

　市民生活部環境課　生活環境係

　緯 0220（58）5553

　胃 0220（58）3345

　死 kankyo@city.tome.miyagi.jp

農業委員会からのお知らせ

農地（田）の売り払いについて

　素晴らしい登米市の環境を子ど

もたちに残すため、不法投棄は

「しない」「させない」「許さない」と

いう意識を持ち、不法投棄を根絶

しましょう。

９月は「廃棄物不法投棄
防止強化月間」です
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産下水道とは

　わたしたちの毎日の暮らしで使用した水が、住宅の周りにたまったりする

と、蚊やハエなどが発生したり、嫌なにおいがしたりする原因になります。

また、汚い水がそのまま流れ出ると、川や海がどんどん汚れていきます。

　こうした問題を解決するのが下水道です。台所やトイレなどの水が地下の

下水道管を流れて行き、終末処理場できれいな水に生まれ変わり、川や海に

放流されます。

産下水道への接続のお願い

　生活環境を清潔で快適なものにするため、１日も早く下水道に接続しま

しょう。なお、工事は、市が指定した工事店へ申し込んでください。

　【接続支援】

　　①水洗便所改造資金：無利子で融資する制度です。下水道供用開始５年

　　以内に水洗便所に改造する場合、対象になります。

　　②宅内排水設備費補助：排水設備の管路延長が長い人の負担を補助する

　　制度です。管路延長が３０ｍを超える場合、超える部分に対して、１ｍ当

　　たり5,000円を補助します。

　※支援の詳細な内容および申請方法については、建設部下水道課にお問い

　合わせください。

産「処理場見学会」参加者募集

　下水処理の仕組みなど、下水処理場の見学会を開催します。

　【日時】　９月１０日（水）午前１０時～

　【場所】　佐沼環境浄化センター

　【募集人員】　３０人程度

　【申込方法】　電話

　【申込期限】　９月９日（火）

　【申し込み・問い合わせ】　

　　建設部下水道課　事業管理係

　　緯 0220（34）2359

　カウンセラーによる
　教育相談

　市教育研究所では、不登校・いじ

めなどの子どもにかかわる悩みを抱

えている人のために、専門のカウン

セラーを配置して教育相談を行って

います。

　電話での相談もできますので、一

人で悩まずにご相談ください。

【相談日時】

【場所】　市視聴覚センター

　２階教育相談室
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※１２月以降については、後日お知らせし
ます。

　「下水道の日」は1961年（昭和３６年）、著しく遅れているわが国の下水道の

全国的な普及（当時の普及率６％）を図る必要があることから、「全国下水道

促進デー」として始まりました。それから約４０年が経過し、２１世紀のスター

トに当たる2001年に「下水道の日」に変更されました。

　市民皆さんに環境保全意識を持っ

てもらうため、環境出前授業を行い

ます。皆さんぜひご参加ください。

【日時】　９月１３日（土）

　午後３時～４時４５分

【場所】　長沼フートピア公園駐車場

　特設野外ステージ

【内容】　歌を交えながらの講演会

　 ▼演題＝みんなが愛する水の里

　「登米市の自然環境を考えよう！」

　 ▼講師＝吉川団十郎さん

【問い合わせ】

　市民生活部環境課　環境政策係

　緯 0220（58）5553

　環境出前授業のお知らせ

【相談方法】　面接、電話

　※いずれの場合でも予約が必要で

　す。

【予約時間】　月曜から金曜日まで

　（祝日を除く）の午前８時３０分から

　午後５時まで

【相談専用電話】

　緯 0220（22）8125

【予約先・問い合わせ】

　市教育研究所

　緯 0220（22）8029

　９月は、公共下水道事業受益者負

担金、農業集落排水事業分担金、浄

化槽整備推進事業分担金の第２期納

期（９月３０日）となっています。

　忘れずに納めましょう。

【問い合わせ】

　建設部下水道課　事業管理係

　緯 0220（34）2359

　９月は下水道事業などの
　負担（分担）金の納期です

９月10日は「下水道の日」です

「 下水道は　きれいな未来　つくる道 」

▲佐沼環境浄化センター


